
 

別紙第１ 

報    告 

 

本委員会は、昨年９月13日、地方公務員法の規定に基づき、職員の給与等

に関する報告及び勧告を行ったが、その後引き続き、本市職員の給与等の実

態及び本市内民間事業所の従業員の給与等職員の給与を決定する諸条件につ

いて調査研究を行ってきた。 

その結果の概要を次のとおり報告する。 

 

１ 本市職員の給与の状況 

本委員会は、本市職員（技能業務職員及び企業職員を除く。以下同じ。）

の給与等の実態を把握するため、本年４月１日をもって「令和２年広島市

職員給与等実態調査」を実施した。 

本市職員は、従事する職務の種類に応じ、行政職、消防職、教育職及び

医療職の４種類９給料表の適用を受けており、調査によると、その職員数

は11,958人である。このうち、民間給与との比較を行っている行政職給料

表適用職員は、5,507人であり、その平均給与月額等は、次表のとおりで

ある。 

項       目 内       容 項        目 内       容 

人     員 00000005,507 人 平 均 経 験 年 数 0000000018.2 年 

平 給      料 00000314,444 円 平 均 扶 養 親 族 数 000000000.71 人 

均 扶 養 手 当 00000007,303 円 
性別 構 成 比 

男性 0000000056.6 ％ 

給 地 域 手 当 00000033,043 円 女性 0000000043.4 ％ 

与 小      計 00000354,790 円 学 

歴 

別 

構 

成 

比 

大  学  卒 0000000072.3 ％ 

月 その他の手当 00000015,703 円 短  大  卒 0000000012.9 ％ 

額 計 00000370,493 円 高  校  卒 0000000014.7 ％ 

平   均   年   齢 0000000040.2 歳 中  学  卒 0000000000.0 ％ 
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２ 民間給与の状況 

本委員会は、本市職員の給与と民間給与との精確な比較を行うため、人

事院、広島県人事委員会等と共同して「令和２年職種別民間給与実態調

査」を実施することとした。 

この調査は、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上である本

市内の583の民間事業所のうちから、層化無作為抽出法によって抽出した

179の事業所について行ったものである。 

なお、本年は、新型コロナウイルス感染症に対処する医療現場の厳しい

環境に鑑み、病院は調査対象から除外した。 

本年の調査は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、

実地によらない方法でも調査可能な特別給等に関する調査を６月29日から

先行して実施した。この調査では、民間事業所における昨年冬と本年夏の

特別給の状況等を把握するため、昨年８月から本年７月までの直近１年間

の支給実績について調査するとともに、民間企業における給与改定の状況

等を調査した。 

他方、実地調査が基本となる月例給に関する調査については、調査員に

感染予防対策を徹底した上で、８月17日から９月30日までの期間で実施す

ることとした。この調査では、本市行政職と類似すると認められる事務・

技術関係22職種及び研究員、教員関係等32職種について、本年４月分とし

て個々の従業員に実際に支払われた給与額を調査している。 

本年の調査結果は、次のとおりである。 

 

(１) 家族（扶養）手当 

民間における家族手当の支給状況は、参考資料第11表（67頁）のとお

りである。 
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 (２) 特別給 

昨年８月から本年７月までの１年間において、民間事業所で支払われ

た賞与等の特別給の支給状況を調査した結果は、第１表に示すとおりで

ある。 

 

   第１表 民間における特別給の支給状況 

区  分  

項  目 

事 務 ・ 技 術 等 

従 業 員 

技 能 ・ 労 務 等 

従 業 員 

平均所定内給与月額 
下半期 

上半期 

(A1) 

(A2) 

367,751 円 

367,869 円 

264,543 円 

262,288 円 

特 別 給 の 支 給 額 
下半期 

上半期 

(B1) 

(B2) 

821,771 円 

820,941 円 

524,917 円 

490,747 円 

特 別 給 の 支 給 割 合 
下半期 

上半期 

(B1/A1) 

(B2/A2) 

 2.23 月分 

 2.23 月分 

 1.98 月分 

 1.87 月分 

年 間 の 平 均      ４．４５月分 

（注）１ 下半期とは令和元年８月から令和２年１月まで、上半期とは同年２月から７月

までの期間をいう。  

（注）２ 年間の平均は、特別給の支給割合を本市職員の人員構成に合わせて求めたもの

である。 

備考  本市職員の場合、現行の年間支給割合は、平均で4.50月分である。 

 

(３) 給与改定の状況等 

民間における本年の給与改定の状況及び定期昇給の実施状況は、第２

表及び第３表に示すとおりである。 

  

   第２表 民間における給与改定の状況 

     項目 

役職段階 

ベースアップ 

実施 

ベースアップ 

中止 
ベースダウン 

ベース改定 

の慣行なし 

係     員 
％ 

25.4 
％ 

17.1 
％ 

2.9 
％ 

54.6 

 
課 長 級 

 
18.8 

 
16.9 

 
2.2 

 
62.1 

（注） ベース改定の慣行の有無が不明及びベース改定の実施が未定の事業所を除いて集

計した。 
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   第３表 民間における定期昇給の実施状況 

 
項目 
 

役職 
段階 

定期昇給
制度あり 

  

定期昇給 
制度なし 

定期昇給実施 
定期昇給 
中  止  増 額 減 額 変化なし 

係 員 

％ 

91.2 

％ 

89.2 

％ 

14.8 

％ 

16.4 

％ 

58.0 

％ 

2.0 

％ 

8.8 

課長級 
 

82.6 
 

80.6 
 

10.6 
 

10.1 
 

59.9 
 

2.0 
 

17.4 

（注） 定期昇給の有無が不明、定期昇給の実施が未定及びベース改定と定期昇給を分離す

ることができない事業所を除いて集計した。 

 

３ 本市職員の給与と民間給与との比較 

(１) 特別給 

 本委員会は、民間における特別給の支給割合を算出し、これを本市職

員の期末・勤勉手当の年間の平均支給割合と比較した上で、0.05月単位

で改定を行ってきている。 

  「令和２年職種別民間給与実態調査」の結果、昨年８月から本年７月

までの１年間において、民間事業所で支払われた特別給は、前記２の

（２）第１表（３頁）に示すとおり、年間で所定内給与月額の4.45月分

に相当しており、本市職員の期末・勤勉手当の年間の平均支給割合

（4.50月分）が民間における特別給の年間支給割合を0.05月分上回って

いた。 

 

(２) 月例給 

本委員会は、職員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査の結果

に基づき、本市職員にあっては行政職（一般事務・技術職）、民間の従

業員にあってはこれと類似すると認められる事務・技術関係職種の者に
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ついて、役職段階、学歴、年齢の給与決定要素を同じくすると認められ

る者同士の本年４月分の給与額を対比させ、精密に比較（ラスパイレス

方式）を行っている。 

本年においても、「令和２年広島市職員給与等実態調査」及び８月17

日から９月30日までの期間に実施した「令和２年職種別民間給与実態調

査」の結果に基づき、４月分の給与について公民較差を算出することと

する。 

 

４ 国家公務員の給与と本市職員の給与との比較 

総務省の「平成31年地方公務員給与実態調査」によると、国の行政職俸

給表(一)適用職員の俸給月額とこれに相当する本市の一般行政職の給料月

額とを、学歴別、経験年数別にラスパイレス方式により対比させて比較す

ると、国家公務員の指数を100とした場合の本市職員の指数は99.9である。 

 

５ 物価・生計費 

本年４月の消費者物価指数（総務省統計局）は、昨年４月に比べ、広島

市では0.2％上昇しており、全国でも0.1％の上昇となっている。 

また、家計調査（同局）における本年４月の広島市の二人以上の世帯の

消費支出は、参考資料第13表（69頁）のとおりである。 

 

６ 人事院の給与等報告及び勧告の概要 

人事院は、本年10月７日、国家公務員法、一般職の職員の給与に関する

法律等の規定に基づき、一般職の職員の給与について報告及び勧告した。

あわせて、公務員人事管理について報告した。 

なお、給与勧告の骨子については６頁、公務員人事管理に関する報告の

骨子については７頁のとおりである。 
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７ むすび 

（１）給与の改定 

本市職員の給与の決定に関係ある基本的な諸条件は、以上報告したと

おりである。 

給与勧告制度は、労働基本権制約の代償措置として設けられたもので

あり、職員の給与水準と民間の給与水準とを均衡させること（民間準

拠）を基本にして、公務員給与について適正な水準を維持・確保する機

能を有している。 

前記３の(１)のとおり、本市職員の期末・勤勉手当の年間の平均支給

割合が民間における特別給の年間支給割合を0.05月分上回っていた。こ

のため、民間における特別給の支給状況に見合うよう、本市職員の期

末・勤勉手当の年間支給割合を0.05月分引き下げることが適当であると

判断した。 

一方、月例給については、前記３の(２)の方法により算出した公民較

差に基づき、必要な報告及び勧告を行うこととする。 

 

（２）人事管理に関する課題 

我が国では、少子高齢化により生産年齢人口の減少が進行するととも

に、仕事と家庭の両立など個々のニーズが多様化しており、労働生産性

の向上や柔軟な働き方を可能とする環境の整備が進められている。 

加えて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に生活様式や働

き方の見直しを余儀なくされ、デジタル化・リモート化による非対面で

のサービスの提供やテレワークが急速に広まっている。今後さらに、社

会全体が加速度的に変容していくことが予想されているところであり、

その動きに対応した働き方が構築されつつある。 

本市でも、こうした社会動向に即して、新型コロナウイルス感染症に
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係る対策など様々な市政へのニーズに的確に対応していくため、限られ

た人員と財源の下、職員の健康を確保しつつ、能率的で柔軟な市政運営

を行える体制づくりが不可欠となっている。そして、職員一人一人が、

それぞれの状況に応じて、その意欲・能力を最大限に発揮し、連携しな

がら職務を遂行していくことが求められている。 

こうした状況の下で、本市の人事行政の実情を踏まえ、次の点につい

て言及する。 

 

ア 勤務環境の整備等 

 個々の職員の状況に応じた働きやすい勤務環境を整えることは、職

員の心身の健康と労働意欲の保持、組織の活力の向上と人材の確保や

活用、質の高い行政サービスを提供していくための基本となる。 

加えて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取組を契機に、

時間や場所にとらわれない働き方を可能とする勤務環境を今後急速に

整備しなければならないことが予想される。 

 こうした観点を踏まえ、より働きやすい勤務環境を整えていくため

には、以下の取組を総合的に進めていくことが必要と考える。 

(ア) 社会動向に対応した働き方とワーク・ライフ・バランスの推進 

本市は、従前から、仕事と家庭の両立を支援するため、テレワー

クや育児・介護に関する休暇等の制度の整備・拡充を図るとともに、

これらの制度が利用しやすい環境づくりに取り組んでいる。 

そのうち、テレワークについては、個々の事情に応じた柔軟な働

き方の推進のほか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観

点から、育児や介護等の理由に関わらず、職員が必要に応じて利用

できるよう要件等を拡大した。 

今後も、育児や介護などの事情を抱える職員は増加する見込みで
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あることに加え、職員の健康保持などへの対応も求められることか

ら、職員が各種制度を安心して利用しつつ、時間や場所にとらわれ

ず能率的に公務を遂行できる勤務環境を整備していくことが重要で

ある。 

任命権者は、社会動向に対応した働き方を推進するため、時差出

勤やテレワークの利活用が可能な職場においては順次これらの定着

を図る必要がある。とりわけテレワークについては、実施上の課題

であるオンライン化のためのシステムの整備を進めていくことが急

務である。また、ワーク・ライフ・バランスの推進に係る各種制度

の周知や利用の勧奨を通じて、引き続き職員の意識改革を進めてい

くことが重要である。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に特に配慮が必

要な対面での業務等を主とする職場については、職員が安心して働

けるよう、引き続き十分な対策を講じられたい。 

管理監督者は、個々の職員の状況に応じて業務分担を見直すとと

もに、職場内で相互に支援できるよう環境を整える必要がある。加

えて、職場の実態や職員の事情に応じて休暇の取得を呼びかけるな

ど、引き続き各種制度を利用しやすい職場風土の醸成に取り組まな

ければならない。 

職員は、日頃から業務の進捗状況等について情報交換するなど互

いに協力し、それぞれの事情に配慮しながら各種制度を利用しやす

い職場となるよう自らも心掛けていくことが重要である。 

 

(イ) 長時間勤務の是正 

本市では、国における法改正等の趣旨を踏まえ、平成31年４月に

時間外勤務命令を行うことができる上限について、また、本年４月
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に教員が正規の勤務時間以外に業務を行っている時間の上限につい

て、いずれも人事委員会規則で定めている。 

本市の現況を見ると、平成31年度においては、職員間での業務の

平準化などの取組の結果、１か月100時間以上の時間外勤務を行っ

た職員が平成30年度実績と比較し大幅に減少したものの、上限を超

えて勤務した職員も一定数いる状況である。また、過去５年間にお

ける所属ごとの時間外勤務の実績から、特定の部署で長時間の時間

外勤務が恒常化している傾向が依然としてうかがえる。 

これに加えて、本年１月以降、新型コロナウイルス感染症対策に

係る業務が増加し、今後も同感染症への対応が続く見込みであるこ

とから、長期に渡る長時間の時間外勤務が発生することが懸念され

る。 

また、教員については、長時間勤務の実態が続く状況にあり、引

き続き学校における働き方改革の取組を進めているところであるが、

本年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による授業日程

の大幅な見直しや児童生徒への感染拡大防止の取組など、新たな長

時間勤務につながりかねない事態も生じている。 

長時間勤務の是正については、災害対応など緊急を要する不測の

業務もあることから計画的な改善が難しい面はあるものの、職員の

心身の健康保持やワーク・ライフ・バランス推進の観点から重要か

つ喫緊の課題であり、引き続き不断の取組を進める必要がある。 

任命権者は、正確に勤務実態を把握した上で、時間外勤務の上限

を超えた要因の整理、分析等の事後検証を行い、事務事業の見直し

とともに業務量に応じた人員配置や業務量の変動に応じた機動的な

応援体制の整備を進めていく必要がある。また、今後行政のデジタ

ル化が急速に広まることも見込まれ、ＩＣＴの積極的活用による業
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務の効率化を一層図るなど、事務の進め方を抜本的に見直し、引き

続き実効性のある働き方改革を進める必要がある。 

なお、教員については、学校現場における新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止の取組を適切に行う体制を整えつつ、「広島市

立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育委員会が教育職

員の健康及び福祉の確保を図るために講ずる措置に関する方針」を

踏まえ、引き続き学校における働き方改革に取り組んでいくことが

重要である。 

管理監督者は、各職場においてマネジメントの強化を図るととも

に、必要に応じて業務分担を見直すことにより、職場内での負担の

偏りを解消することが求められる。また、業務に係る指示を的確に

行い、不要不急の事務を洗い出し、事務の軽減を図るなどの改善を

主導して行うことも重要である。 

職員には、お互いの業務の進捗状況を確認しながら協力し合うと

ともに、改善策を自ら考え、上司と相談しながら実行していくなど、

能率的に事務を遂行していくことが求められる。 

 

(ウ) メンタルヘルス対策の推進 

本市においては、長期病休者に占めるメンタルヘルス不調による

精神疾患者の割合は依然として高く、病気休職等療養に要する期間

も長い状況にある。職員の長期病休は、本人の生活に重大な影響を

及ぼすだけでなく、業務の遅滞や他の職員への過大な負担を生じさ

せる原因にもなるため、メンタルヘルス対策は重要である。 

任命権者は、「第３次広島市職員の心の健康づくり計画」に基づ

き、引き続きメンタルヘルス不調の未然防止を図る取組を中心に、

長期病休者が増加傾向にある若手職員など、不調に至るおそれの高
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い職員への対策等を着実に進める必要がある。また、ストレスチェ

ック制度の集団分析結果を各職場において活用するための具体的な

方策を示すなど、全庁的な取組を推進していくことが重要である。 

管理監督者は、「心の健康問題への早期対応と職場復帰支援の手

引き」等を活用して、働きやすい職場づくりを実践するため、声掛

けや面談等を通じて早い段階で職員のストレス要因を把握し、職員

へ休養を促すほか職場環境の改善などに取り組んでいく必要がある。 

職員は、ストレスチェックの結果等を活用しながら日頃からスト

レスや心身の不調に気を配り、早めに対処するための知識や方法を

身につけるなど、セルフケアの重要性を理解し、自身の健康管理に

努めていくことが大切である。 

 

(エ) ハラスメントの防止 

全てのハラスメントは、その態様に関わらず、職員の人格や尊厳

を傷つけ、心身に大きな影響を及ぼすとともに、職場における士気

や公務能率を低下させるなど職場環境の悪化を招くものである。そ

して、その解決には多大な時間と労力を要し、円滑な公務運営に支

障をきたすことにもなる。 

本市においては、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用

の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和41年法律第132

号）」の一部改正により、パワー・ハラスメント防止のための措置

等が義務付けられたことなどを踏まえ、ハラスメント対策の実効性

をより高めていくため、本年６月に、「広島市ハラスメント対策基

本方針」（以下「基本方針」という。）等の改正を行ったところで

ある。 

なお、本市のハラスメント相談においては、パワー・ハラスメン
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トに分類されるものが最も多い状況にあり、今回の法改正の趣旨に

鑑み、同ハラスメントへの対策に重点を置きつつ、ハラスメント全

般を防止するための取組を進める必要がある。 

任命権者は、引き続き研修等を通じてハラスメントに関する正し

い認識と防止の重要性について職員に周知を図るとともに、相談体

制の整備等の取組を進め、働きやすい職場づくりを推進する必要が

ある。 

管理監督者は、基本方針で示されたパワー・ハラスメントの定義

等を理解し、日々の言動に注意するとともに、ハラスメントの未然

防止には職場でのコミュニケーションづくりが重要であることを踏

まえ、風通しの良い職場づくりに努めていく必要がある。 

職員は、研修等を通じて、ハラスメントに関する理解を深め、何

気ない日々の言動がハラスメントに当たる可能性があることを認識

するとともに、相手の心情に配慮し、互いを尊重する意識を常に持

つことが必要である。 

 

イ コンプライアンスの推進 

市政に対する市民の信頼を確保するためには、職員一人一人が常に

高い倫理感や使命感を持ち、それぞれの果たすべき役割と責任を自覚

しながら日々の業務を遂行することが不可欠である。職員が一たび不

祥事を起こせば、市民の信頼を損ない、市政運営を困難にするばかり

でなく、他の職員のやりがいや意欲をそぐなど多大な影響を及ぼすこ

とにもなるため、コンプライアンスの推進は極めて重大な課題である。 

本市では、研修や依命通達等を通じて職員の綱紀粛正を図っている

ものの、飲酒運転やわいせつ行為などの重大な非違行為や不適切な事

務処理などの不祥事事案が依然として発生している。特に不適切な事
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務処理は、市民サービスに直接影響を及ぼすこともあり、引き続き組

織を挙げて、発生の防止に取り組んでいくことが求められる。 

任命権者は、コンプライアンスの推進を図るため、今後もあらゆる

機会を通じ、職員の倫理意識の向上、組織を挙げての服務規律の確保

に向けた取組を継続・強化し、不祥事の発生を防止していかなければ

ならない。また、本年４月から導入された内部統制制度を機能させ、

リスク管理の徹底、事務の点検等を通じて、不適切な事務処理が発生

する要因を的確に把握し事前に対策を講じるなど、事務の執行体制を

整えていく必要がある。 

管理監督者は、職員に対し職務上・職務外を問わず高い倫理観を持

って行動するよう自覚を促し、また、業務の遂行に当たって複数の職

員で進行管理を行うなど、不適切な事務処理が発生しない職場づくり

に取り組むことが求められる。 

職員は、日々の言動に市民から厳しい目が向けられていることを十

分に認識し、誠実かつ公正に業務を遂行することはもとより、普段の

生活においても高いコンプライアンス意識を持って行動していかなけ

ればならない。 

 

ウ 人材の育成・活用 

本市では、豊富な経験を有する職員が大量に退職していく一方、若

手職員が増加するとともに女性の割合が高まるなど、職員構成が大き

く変容し続けている。 

こうした中、将来にわたり質の高い行政サービスを提供していくた

めには、高齢層職員が培ってきた実務に関する技能や知識を次の世代

に着実に継承していくとともに、ＯＪＴにより継続的に能力の伸長を

図ること、また、適切な配置などを行うことで、一人一人の意欲や能
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力を高めながら組織活力を維持していくことが重要である。 

また、職員が出産・育児や介護などの家庭生活と職業生活を両立し

ていくために支援することが重要であるとともに、若手職員について

は、早い段階から多様な職場を経験させるなどキャリア形成のための

機会を与えることにより、長期・計画的な育成をしていくことが必要

である。 

任命権者は、「広島市職員の人材育成基本方針」に基づき、引き続

き、職員のキャリア形成やＯＪＴの推進などの取組を行い、全ての職

員が職位・職責に応じた能力を段階的に身に付けていける環境を整え

る必要がある。加えて、今後、行政のデジタル化やオンライン化が急

速に進むことも見据え、新たな仕組みに十分対応できるよう計画的に

職員を育成していくことも重要である。 

管理監督者は、各職場における職員の育成指導の責任者であること

を認識し、個々の職員の状況に応じた指導・助言や目標設定により、

職員が意欲や能力を高めていけるよう取り組んでいくことが重要であ

る。 

職員は、日頃から積極的に広く様々な知識や技術を身につけ、それ

らを業務に生かすことにより、的確に市政へのニーズに応えていくこ

とが大切である。 

 

エ 定年の引上げへの対応 

国においては、平成30年８月に人事院からなされた意見の申出を踏

まえ、本年の通常国会において、国家公務員及び地方公務員の定年を

段階的に65歳に引き上げることなどを規定した法律案がそれぞれ提出

され、「地方公務員法の一部を改正する法律案」については継続審議

となっている。 
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こうした状況において、本年10月に人事院が行った「公務員人事管

理に関する報告」では、昨年に引き続き、高齢層職員の能力及び経験

の本格的な活用に向けて、定年の引上げを実現するための措置が早期

に実施されるよう、改めて要請が行われた。 

地方公務員の定年年齢については、地方公務員法において、国家公

務員の定年を基準として条例で定めるよう規定されているところであ

り、今後も国の動向等を注視していく必要がある。 

本市においては、安定した市政運営を行っていくため、本市職員の

定年の引上げを見据え、他都市の状況や本市の実情を考慮しながら、

人事・給与制度や採用計画の見直しを計画的に進めていく必要がある。 
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